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柏崎市公共施設等総合管理計画改訂に係る 
調査検討業務委託に係る公募型プロポーザル 
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１  業 務 名  

  柏 崎 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 改 訂 に 係 る 調 査 検 討 業 務 （ 以 下 「 本

業 務 」 と い う 。）  

 

２  業 務 目 的  

柏 崎 市（ 以 下「 本 市 」と い う 。）は 、平 成 28 ( 2 0 1 6 )年 2 月 に「 柏 崎 市

公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 」（ 以 下 「 総 合 管 理 計 画 」 と い う 。）（ 令 和

4( 2 0 2 2 )年 3 月 改 訂 ）を 策 定 し 、公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト を 推 進 し て い る

と こ ろ で あ る が 、策 定 か ら 10 年 が 経 過 し 、人 口 減 少 の 進 行 、資 材 や 建

築 単 価 の 高 騰 な ど 社 会 情 勢 の 変 化 に よ り 、 厳 し さ を 増 す 財 政 状 況 な ど

を 踏 ま え 、 現 状 に 即 し た 内 容 で の 見 直 し が 求 め ら れ て い る 。  

本 業 務 は 、総 務 省「 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 の 策 定 等 に 関 す る 指 針 」

（ 令 和 5( 2 0 2 3 )年 1 0 月 1 0 日 改 訂 ） に 基 づ き 、 公 共 施 設 等 の 現 状 及 び

将 来 の 見 通 し の 更 新 ・ 整 理 を 行 い 、 目 標 値 等 を 見 直 し 、 本 市 の マ ネ ジ

メ ン ト の 考 え 方 を 計 画 改 訂 に 反 映 さ せ る 目 的 で 改 訂 に 係 る 調 査 検 討

を 実 施 す る 。  

 

３  対 象 施 設  

 本 業 務 の 対 象 と す る 施 設 は 、 総 合 管 理 計 画 に 位 置 付 け ら れ て い る 以

下 の 施 設 と す る 。  

⑴  公 共 施 設 （ 庁 舎 、 学 校 、 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 、 公 営 住 宅 等 ）  

⑵  イ ン フ ラ 施 設 （ 道 路 、 橋 り ょ う 、 漁 港 、 公 園 、 上 水 道 施 設 、 下 水 道

施 設 等 ）  

 

４  業 務 委 託 期 間  

  契 約 締 結 の 日 か ら 令 和 9( 2 0 2 7 )年 3 月 3 1 日 ま で  

 

５  調 査 検 討 体 制  

  主 管 課 は 、「 柏 崎 市 財 務 部 財 政 管 理 課 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 係 」  

 

６  業 務 内 容  

本 業 務 の 遂 行 に 当 た っ て は 、 国 の 「 イ ン フ ラ 長 寿 命 化 計 画 」 を 参 考

と す る と と も に 、 総 務 省 「 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 の 策 定 等 に 関 す る

指 針 」 に 基 づ い て 行 う こ と 。  
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⑴   計 画 準 備 ・ 資 料 収 集 整 理  

   業 務 実 施 に 先 立 っ て 、 調 査 の 前 提 条 件 の 確 認 を 行 う と と も に 、 調

査 の 実 施 手 法 や 手 順 、工 程 等 を 検 討 し 、業 務 実 施 計 画 書 を 作 成 す る 。

本 業 務 実 施 に 必 要 と な る 資 料 及 び デ ー タ を 委 託 者 か ら 受 領 す る と

と も に 、 人 口 、 財 政 、 公 共 施 設 等 に 関 す る 最 新 デ ー タ 、 公 共 施 設 マ

ネ ジ メ ン ト に 関 す る 実 績 等 を 収 集 し 、 整 理 を 行 う 。  

⑵   公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 の 記 載 内 容 の 整 理（ ア ド バ イ ザ リ ー 対 象

業 務 ）  

総 務 省 「 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 の 策 定 等 に 関 す る 指 針 」 に お け

る 記 載 す べ き 事 項 、 留 意 事 項 等 を 踏 ま え 、 改 訂 後 の 計 画 に 盛 り 込 む

べ き 事 項 の 整 理 に 関 し て 、 改 訂 素 案 作 成 の 技 術 的 支 援 を 行 う 。  

⑶   公 共 施 設 等 の 現 況 及 び 将 来 の 見 通 し の 更 新 ・ 整 理  

本 市 が 所 有 す る 公 共 施 設 等 及 び 本 市 を 取 り 巻 く 現 況 や 将 来 の 見

通 し 、 課 題 に つ い て 把 握 し 、 整 理 を 行 う 。  

  ア  現 況 の 整 理  

人 口 や 財 政 、 公 共 施 設 の 年 度 ご と の 整 備 量 等 の 最 新 デ ー タ を 収

集 し 、 公 共 施 設 を 取 り 巻 く 状 況 を 再 整 理 す る 。  

  イ  公 共 施 設 等 の 中 長 期 的 な 維 持 管 理 ・ 更 新 等 に 係 る 経 費 の 見 込 み

等 の 把 握 ・ 整 理  

    公 共 施 設 の 維 持 管 理 経 費 、 維 持 管 理 ・ 更 新 等 に 係 る 中 長 期 的 な

経 費 の 見 込 み に つ い て 、 最 新 の 保 有 量 に 基 づ き 推 計 を 行 う 。 推 計

に 当 た っ て は 、 近 年 の 建 設 費 上 昇 の 影 響 を 考 慮 し 、 単 純 更 新 と 長

寿 命 化 更 新 を 行 っ た 場 合 で そ れ ぞ れ 実 施 す る 。  

    イ ン フ ラ 施 設 に つ い て は 、 策 定 済 の 各 個 別 施 設 計 画 、 長 寿 命 化

計 画 の 経 費 の 見 込 み に 関 す る 算 定 結 果 を 収 集 し 、 公 共 施 設 の 推 計

結 果 と と も に こ れ ら の 経 費 に 充 当 可 能 な 地 方 債 ・ 基 金 等 の 財 源 の

見 込 み に つ い て 検 討 を 行 い 、 公 共 施 設 等 の 中 長 期 的 な 維 持 管 理 ・

更 新 等 に 係 る 経 費 の 見 込 み 等 と し て 整 理 す る 。  

⑷   施 設 評 価  

本 市 が 所 有 す る 全 公 共 施 設 を 対 象 に 施 設 評 価 を 行 う 。 施 設 評 価 は 、

施 設 ご と の コ ス ト 状 況 と 利 用 状 況 、 建 築 物 の 劣 化 評 価 の 結 果 、 施 設

の 機 能 、 必 要 性 な ど を 基 に 客 観 的 な 観 点 で 実 施 す る 。 ま た 、 施 設 の

現 状 及 び 今 後 の 方 向 性 に つ い て 、 書 面 ヒ ア リ ン グ を 実 施 す る 。  

 



 

 

4 

 

⑸   削 減 目 標 の 検 討  

   前 号 ま で で 整 理 し た 将 来 の 見 通 し 及 び 委 託 者 で 整 理 し た 過 去 の

対 策 の 実 績 等 を 踏 ま え 、 現 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 で 設 定 し て い る

削 減 目 標 に つ い て 委 託 者 と 協 議 ・ 検 討 の 上 、 見 直 し を 行 う 。  

⑹   公 共 施 設 等 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 及 び 施 設 類 型 ご と の 管 理 に

関 す る 基 本 的 な 方 針 の 更 新 ・ 整 理 （ ア ド バ イ ザ リ ー 対 象 業 務 ）  

   前 号 ま で で 整 理 し た 将 来 の 見 通 し 、 施 設 評 価 等 を 踏 ま え て 、 公 共

施 設 等 の 管 理 に 関 す る 基 本 方 針 及 び 施 設 類 型 ご と の 管 理 に 関 す る

基 本 方 針 に つ い て 、 委 託 者 が 更 新 ・ 整 理 し 、 改 訂 版 素 案 を 作 成 す る

に 当 た り 技 術 的 支 援 を 行 う 。  

⑺   公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 改 訂 版 素 案 の 作 成  

改 訂 版 素 案 は 、 委 託 者 で 作 成 す る も の と す る 。 た だ し 、 ⑴ 計 画 準

備 ・ 資 料 収 集 整 理 、 ⑶ 公 共 施 設 等 の 現 況 及 び 将 来 の 見 通 し の 更 新 ・

整 理 、⑸ 削 減 目 標 の 検 討 の 内 容 に つ い て は 、素 案 へ 反 映 す る た め の

図 表 の 整 理 や 、経 費 の 見 込 み 等 の 計 算 結 果 、シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 考

察 な ど を 整 理 し 、素 案 に 必 要 な 資 料 等 を 作 成 す る 。そ の 他 、委 託 者

と 協 議 の 上 、 素 案 作 成 の 技 術 的 支 援 を 行 う 。  

⑻   公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 改 訂 版 ・ 概 要 版 作 成  

前 号 ま で の 調 査 検 討 結 果 を 反 映 さ せ た 素 案 を 基 に 、 公 共 施 設 等 総

合 管 理 計 画 改 訂 版 及 び 概 要 版 を 作 成 す る も の と す る 。完 成 し た 計 画

書 は 、 電 子 デ ー タ で の 納 品 と す る 。  

⑼   打 合 せ 協 議  

本 業 務 の 打 合 せ 協 議 は 、5 回 を 基 本 と す る が 、業 務 遂 行 上 必 要 な 場

合 は 適 宜 実 施 す る 。ま た 、打 合 せ 協 議 終 了 後 、速 や か に 打 合 せ 協 議

記 録 簿 を 作 成 し 、 委 託 者 に 提 出 し 確 認 を 得 る も の と す る 。  

⑽   共 通 事 項  

ア  国 及 び 新 潟 県 の 施 策 の ほ か 、 本 市 の 第 六 次 総 合 計 画 や 都 市 計 画

に 係 る 関 連 計 画 や 取 組 等 を 反 映 し 、 関 係 性 を 整 理 す る こ と 。  

  イ  委 託 者 か ら の 求 め に 応 じ て 、 本 業 務 に 関 連 す る 最 新 の 専 門 的 知

見 に よ る 助 言 等 の 支 援 を 行 う こ と 。  

⑾   そ の 他  

   本 業 務 の 履 行 に 当 た っ て 必 要 な 業 務 が 生 じ た 場 合 は 、 委 託 者 と 協

議 し て 適 切 に 実 施 す る こ と 。  
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７  ス ケ ジ ュ ー ル  

ス ケ ジ ュ ー ル の 概 要 は 次 の と お り と す る 。 詳 細 な 日 程 は 、 委 託 者 と

受 託 者 の 協 議 に よ り 決 定 す る 。  

時  期  内  容  

令 和 8( 2 0 2 6 )年 3 月 下 旬  委 託 契 約  

4 月 ～ 12 月  

調 査 等 業 務 、打 合 せ 、進 捗 状 況 報 告（ 必 要

に 応 じ て 随 時 ）  

改 訂 版 素 案 作 成  

1 2 月 上 旬  
庁 内 の マ ネ ジ メ ン ト 推 進 本 部 に て 調 査 等

を 踏 ま え た 目 標 値 等 を 説 明 （ 市 が 実 施 ）  

1 2 月 中 旬  
市 議 会 に 目 標 値 等 の 見 直 し に つ い て 説 明

（ 市 が 実 施 ）  

令 和 9( 2 0 2 7 )年 1 月  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 実 施 （ 市 が 実 施 ）  

2 月  改 訂 版 素 案 確 定  

3 月  
庁 内 の マ ネ ジ メ ン ト 推 進 本 部 に て 改 訂 案

を 説 明 （ 市 が 実 施 ）  

3 月  市 議 会 に 改 訂 案 を 説 明 （ 市 が 実 施 ）  

3 月  改 訂  

 

８  成 果 品  

  本 業 務 の 成 果 品 は 、 次 の と お り と す る 。 な お 、 下 記 ⑵ 及 び ⑶ に つ い

て は 、 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン に 配 慮 す る こ と 。  

⑴   業 務 報 告 書 （ A4 版 フ ァ イ ル 綴 り ）       1 部  

⑵   柏 崎 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 改 訂 版 （ A4 版 ） 1 式  

⑶   柏 崎 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 概 要 版 （ A3 版 ） 1 式  

⑷   上 記 ⑴ ～ ⑶ の 電 子 デ ー タ 及 び 調 査 検 討 に 用 い た 資 料 と 検 討 結 果

に 関 す る 電 子 デ ー タ（ Wo r d、E x c e l 等 ）を 収 納 し た 電 子 媒 体 一 式（ CD -

R 等 ）  

 

９  提 出 書 類  

  受 託 者 は 、 本 業 務 の 着 手 及 び 完 了 時 に 、 以 下 の 書 類 を 提 出 し 、 委 託

者 の 承 認 を 受 け る も の と す る 。  

 ⑴  本 業 務 着 手 時  

  ア  業 務 委 託 着 手 届  
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  イ  業 務 実 施 計 画 書 （ 実 施 体 制 を 含 む 。）  

  ウ  管 理 技 術 者 、 照 査 技 術 者 の 経 歴 書 及 び 資 格 証 明 書 （ 写 し ）  

  エ  業 務 工 程 表  

  オ  品 質 管 理 及 び 情 報 保 護 対 策 に 関 す る 資 格 の 認 証 等 を 受 け て い

る 場 合 、 そ の 登 録 証 明 書 等 （ 写 し ）  

な お 、こ こ で い う 登 録 証 明 書 等 と は 、「 IS M S 登 録 証 明 証 」「 プ ラ

イ バ シ ー マ ー ク 登 録 証 明 証 」「 IS O  9 0 0 1（ 品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス

テ ム ）」「 IS O  1 4 0 0 1（ 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム ）」「 IS O  2 7 0 0 1

（ 情 報 セ キ ュ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム ）」「 JI S  Q  1 5 0 0 1（ プ

ラ イ バ シ ー マ ー ク ）」「 IS O  5 5 0 0 1（ ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ

ム ）」 を い う 。  

 ⑵  本 業 務 完 了 時  

  ア  業 務 委 託 履 行 届  

  イ  成 果 品  

 

1 0  実 施 体 制  

 本 業 務 を 担 当 す る 各 技 術 者 は 、 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 及 び 個 別 施

設 計 画 の 業 務 実 績 を 有 す る も の で あ り 、 か つ 受 託 者 と 直 接 か つ 恒 常 的

な 雇 用 関 係 が あ る も の と す る 。  

 本 業 務 の 管 理 技 術 者 、 照 査 技 術 者 に つ い て は 、 以 下 の も の を 選 任 す

る も の と す る 。 な お 、 管 理 技 術 者 と 照 査 技 術 者 は 兼 務 で き な い も の と

す る 。  

⑴   管 理 技 術 者 は 、 技 術 士 （ 建 設 部 門 ： 都 市 及 び 地 方 計 画 ） 又 は Ｒ Ｃ

Ｃ Ｍ （ 都 市 計 画 及 び 地 方 計 画 ） の い ず れ か の 資 格 を 有 し 、 か つ 、 認

定 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ー ジ ャ ー （ Ｃ Ｆ Ｍ Ｊ ）、 一 級 建 築 士 、 特 定 建 築

物 調 査 員 の い ず れ か の 資 格 を 有 す る 者 。  

⑵   照 査 技 術 者 は 、技 術 士（ 総 合 技 術 管 理 部 門 ： 建 設 － 都 市 及 び 地 方

計 画 ）又 は 技 術 士（ 建 設 部 門：都 市 及 び 地 方 計 画 ）又 は Ｒ Ｃ Ｃ Ｍ（ 都

市 計 画 及 び 地 方 計 画 ） の い ず れ か の 資 格 を 有 す る 者 。  

 

1 1  受 託 者 の 責 務  

 ⑴  受 託 者 は 、 本 業 務 の 履 行 に 当 た り 、 本 業 務 の 目 的 ・ 趣 旨 等 を 十 分

に 理 解 し た 上 で 、 本 仕 様 書 及 び 関 係 法 令 、 基 準 、 規 程 等 を 遵 守 し 、

最 高 の 知 識 、 知 見 を 発 揮 し て 業 務 を 遂 行 し な け れ ば な ら な い 。  
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 ⑵  受 託 者 は 、 本 業 務 の 実 施 に 当 た り 、 委 託 者 と 詳 細 な 協 議 を 行 い 、

承 認 を 受 け た 後 、 作 業 を 進 め る も の と す る 。 ま た 、 委 託 者 と 綿 密 な

連 絡 を 取 り 、 業 務 を 遂 行 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑶  本 仕 様 書 は 、 本 業 務 に 必 要 な 基 礎 的 事 項 の み を 示 し た も の で あ り 、

こ れ ら に 記 載 さ れ て い な い 事 項 で あ っ て も 、 必 要 と 認 め ら れ る も の

は 、 受 託 者 が 責 任 を も っ て 充 足 し な け れ ば な ら な い 。  

 

1 2  業 務 の 再 委 託  

  受 託 者 は 、 本 業 務 の 履 行 に 当 た り 、 業 務 の 全 部 又 は 大 部 分 を 一 括 し

て 第 三 者 に 委 託 し 、 又 は 請 け 負 わ せ て は な ら な い 。 た だ し 、 あ ら か じ

め 委 託 者 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

1 3  契 約 の 変 更  

  受 託 者 か ら の 申 出 に よ る 業 務 内 容 等 の 変 更 に 伴 う 契 約 の 変 更 は 、 原

則 と し て 行 わ な い 。 た だ し 、 受 託 者 の 責 め に 帰 す こ と の で き な い 理 由

に よ り 、 契 約 の 変 更 の 必 要 が 生 じ た 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

1 4  成 果 品 の 帰 属  

   本 業 務 に お け る 成 果 品 に つ い て は 、 全 て 委 託 者 に 帰 属 す る も の で あ

り 、委 託 者 の 承 認 を 受 け ず に 複 製 、他 に 公 表 及 び 貸 与 し て は な ら な い 。 

 

1 5  検 査  

 ⑴  受 託 者 は 、 成 果 品 の 引 渡 し に 当 た っ て は 期 限 を 遵 守 し 、 か つ 、 委

託 者 の 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 ⑵  受 託 者 は 、 成 果 品 の 検 査 に お い て 訂 正 を 指 示 さ れ た 場 合 は 、 直 ち

に 訂 正 し な け れ ば な ら な い 。  

⑶   成 果 品 の 引 渡 し 後 に お い て 、受 託 者 の 責 め に 帰 す べ き 誤 り が 発 見

さ れ た 場 合 は 、受 託 者 の 責 任 に お い て 所 要 の 訂 正 又 は 修 正 を 行 わ な

け れ ば な ら な い 。  

 

1 6  契 約 金 額 の 支 払  

⑴   受 託 者 は 、15⑴ の 規 定 に よ る 検 査 に 合 格 し た と き は 、契 約 金 額 の

支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

⑵   委 託 者 は 、受 託 者 が 提 出 す る 適 法 な 請 求 書 を 受 領 し た 日 か ら 起 算
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し て 30 日 以 内 に 契 約 金 額 を 一 括 し て 受 託 者 に 支 払 う も の と す る 。  

 

1 7  図 書 の 貸 与  

 ⑴  受 託 者 は 、 業 務 の 実 施 に 際 し 、 必 要 な 図 書 資 料 等 を 委 託 者 の 承 諾

を 受 け 、 借 り 受 け る も の と す る 。  

 ⑵  受 託 者 は 、 貸 与 さ れ た 関 係 書 類 を 外 部 に 漏 ら し て は な ら な い 。 ま

た 、 業 務 完 了 後 は 速 や か に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑶  受 託 者 は 、 業 務 に 文 献 等 そ の 他 の 資 料 を 引 用 す る 場 合 、 そ の 出 典

名 を 必 ず 明 記 す る も の と す る 。  

 

1 8  契 約 の 解 除  

  委 託 者 は 、 受 託 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 契 約 を

解 除 す る こ と が で き る 。  

 ⑴  受 託 者 が 契 約 に 違 反 し 、 又 は 業 務 を 受 託 す る 者 と し て 、 委 託 者 が

不 適 切 で あ る と 認 め た と き 。  

 ⑵  委 託 者 の 事 情 に よ り 、 こ の 契 約 を 解 除 す る 必 要 が あ る と 認 め た と

き 。  

⑶  ⑴ 又 は ⑵ の 規 定 に よ り 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 受 託 者 が 被 る 損 害

に つ い て 、 委 託 者 は 一 切 そ の 責 め を 負 わ な い も の と す る 。  

 

1 9  損 害 賠 償 責 任  

  受 託 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 そ の 損 害 を 委 託

者 又 は 被 害 者 に 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 損 害 の 発 生 が

受 託 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。  

 ⑴  本 業 務 の 実 施 に 際 し 、 委 託 者 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き 。  

 ⑵  契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 に お い て 、 受 託 者 が 委 託 者 に 損 害 を 与 え た

と き 。  

 

2 0  秘 密 の 厳 守  

 ⑴  受 託 者 は 、 本 業 務 で 知 り 得 た 全 て の 事 項 に つ い て 秘 密 を 厳 守 し 、

委 託 者 の 承 認 な し に 他 に 漏 ら し た り 、 転 用 し た り し て は な ら な い 。 

 ⑵  受 託 者 は 、 成 果 品 を 他 人 に 閲 覧 さ せ 、 複 写 又 は 譲 渡 し て は な ら な

い 。 た だ し 、 委 託 者 の 承 認 を 得 た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
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2 1  個 人 情 報 の 取 扱 い  

  受 託 者 は 、 本 業 務 の 実 施 に 当 た り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ

ば な ら な い 。  

 ⑴  本 業 務 上 に お い て 取 得 し た 個 人 情 報 の 機 密 保 持 に 関 し 、 個 人 情 報

の 漏 え い 、 滅 失 又 は 破 損 の 防 止 そ の 他 の 適 切 な 措 置 を 講 じ る こ と 。 

 ⑵  再 委 託 を 行 う 際 は 、 個 人 情 報 の 適 切 な 管 理 を 行 う 能 力 を 有 す る も

の に 行 う も の と し 、 あ ら か じ め 委 託 者 の 承 諾 を 得 る こ と 。  

 ⑶  本 業 務 の 利 用 目 的 以 外 に 利 用 し な い こ と 。  

 ⑷  個 人 情 報 の 漏 え い 等 の 事 案 が 発 生 し た 場 合 、 速 や か に 委 託 者 に 報

告 を 行 い 、 被 害 の 拡 大 防 止 、 復 旧 等 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ る こ

と 。  

 ⑸  本 業 務 の 履 行 期 間 終 了 後 、 個 人 情 報 が 記 載 さ れ て い る 媒 体 が 不 要

と な っ た と き は 、 個 人 情 報 の 復 元 又 は 判 読 が 不 可 能 な 方 法 に よ り 情

報 の 消 去 又 は 廃 棄 を 行 う こ と 。  

 ⑹  委 託 者 が 貸 与 し た 個 人 情 報 は 、 本 業 務 履 行 期 間 終 了 後 速 や か に 返

却 す る こ と 。  

 

2 2  そ の 他 、 留 意 事 項  

⑴   本 業 務 に 伴 う 必 要 な 経 費 は 、本 仕 様 書 に 明 記 の な い も の で あ っ て

も 、 原 則 、 受 託 者 の 負 担 と す る 。  

⑵   業 務 の 履 行 に 当 た っ て 、委 託 者 と 連 携 を 密 に 保 ち 、随 時 機 会 を 捉

え て 打 合 せ を 行 い 、受 託 者 は 業 務 の 進 捗 状 況 を 随 時 報 告 す る も の と

し 、 遅 滞 な く 調 査 ・ 検 討 を 進 め る 。 な お 、 打 合 せ は WE B 会 議 も 可 と

し 、 議 事 録 は 受 託 者 が 作 成 し 、 速 や か に 提 出 す る も の と す る 。  

⑶   受 託 者 は 、本 業 務 の 実 施 に 当 た り 、疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、速 や か

に 委 託 者 に 報 告 し 、 指 示 を 受 け る も の と す る 。  


